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本
会
議
は
、
皆
さ
ん
の
代
表
で
あ

る
議
員
の
活
動
ゃ
、
市
政
の
方
針
、

審
議
状
況
を
直
接
傍
聴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
傍
聴
手
続
き
は
直
接
議

場
に
来
て
い
た
だ
き
、
傍
聴
人
受
付

簿
に
自
分
の
住
所
、
氏
名
及
び
年
齢

等
を
記
入
す
る
だ
け
で
ど
な
た
で
も

傍
聴
で
き
ま
す
。

第91号

、
動
床
式
焼
却
炉
を
採
用
し
一
日
二

0

0
ト
ン
の
ご
み
を
焼
却
し
て
い
ま
す
。

当
工
場
の
特
色
を
見
る
と

①
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
焼
却
炉
の

自
動
運
転
を
行
い
、
ご
み
質
の
変
動
に

応
じ
て
安
定
し
た
燃
焼
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

②
ご
み
供
給
ク
レ
ー
ン
は
、
全
自
動
運

転
で
適
切
な
ご
み
供
給
を
行
う
。

③
厳
し
い
基
準
の
も
と
に
公
害
防
止
の

た
め
の
設
備
を
し
て
い
る
。

等
が
あ
げ
ら
れ
、
今
後
の
課
題
と
し
て

焼
却
灰
及
び
余
熱
の
有
効
利
用
等
を
考

え
て
い
る
そ
う
で
す
。

今
、
地
球
規
模
の
環
境
破
壊
が
叫
ば

れ
る
な
か
で
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
ご

み
問
題
に
取
り
組
み
、
ご
み
の
減
量
化

を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

各
常
任
委
員
会
に
お
い
て
は
、
今
回

の
行
政
視
察
を
今
後
の
本
市
の
行
政
に

生
か
し
引
き
続
い
て
調
査

・
研
究
を
し

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

甲府市議会だより

議

会

を

傍

聴

し

ま

し

ょ

う

平成3年11月1日

【請願・陳情のしかた】
市
政
等
に
つ
い
て
要
望
が
あ
る
と
き
は
、
議
会
に
請

願
や
陳
情
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
請
願
・

陳
情
書
は
、
所
管
の
委
員
会
で
審
査
さ
れ
、
本
会
議
で

採
択
ま
た
は
不
採
択
の
議
決
が
な
さ
れ
、
議
会
の
意
思

が
決
定
さ
れ
ま
す
。

爪
問
凶
〕
閣
U

峰
演
除
陀
時
笹

山

ω門
岡
)

川
一
丁

一①

口
口
一

市

国

議
会
事
務
局
(
市
役
所
本
庁
舎
二
階

で
受
付
け
ま
す
。

議
長
が
定
例
会
本
会
議
で
報
告
し
、
所

管
の
常
任
委
員
会
に
付
託
し
ま
す
。

付
託
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
は
、
所
管
の

常
任
委
員
会
で
慎
重
に
審
査
さ
れ
、
討

論
、
採
決
を
行
い
、
委
員
長
は
、
審
査

結
果
を
議
長
に
報
告
し
ま
す
。

①
審
査
結
果
を
も
と
に
、
本
会
議
で
質

疑
、
討
論
、
採
決
を
行
い
、
採
択
か

不
採
択
か
を
決
定
し
ま
す
。
そ
の
結

果
を
市
長
等
関
係
機
関
に
送
付
し
ま

す。

②
請
願

・
陳
情
の
処
理
経
過
及
び
結
果

を
報
告
し
ま
す
。

請
願
さ
れ
る
場
合
は
、
文
書
で
請

願
の
趣
旨
、
理
由
、
提
出
年
月
日
、

請
願
者
の
住
所
氏
名
(
法
人
の
場
合

は
そ
の
名
称
と
代
表
者
の
氏
名
)
を

記
載
し
て
押
印
し
、
表
紙
に
は
紹
介

議
員
の
氏
名
を
記
載
し
押
印
し
た
も

の
を
議
長
あ
て
に
提
出
し
て
く
だ
さ

記
入
の
様
式
は
左
記
に
な
ら
っ
て

く
だ
さ
い
。

-
①
請
願
の
紹
介
議
員
は

一
人
以
上

必
要
で
す
。

②
請
願
者
が
多
数
の
場
合
は
別
紙

に
連
記
し
て
く
だ
さ
い
。

-
陳
情
の
方
法
は
請
願
と
同
じ
で

す
が
議
員
の
紹
介
は
要
り
ま
せ
ん
。

(
様
式
例
)

中氏

0
0
に
つ
い
て

請
願
(
陳
情
)
書

紹

介

議

員

氏

名

⑫

¥
陳
情
蓄
の
場
合
/

一
紹
介
議
員
は
必
一

/
要
あ
り
ま
せ
ん

¥

表'一」〆j、
-"'-

(
件
名

)
O
O
に
つ
い
て

請
願
(
陳
情
)

(
要
旨
)
:

(
理
由
)
・

内

平

成

年

月

日

住
所

氏

名

⑮

甲
府
市
議
会
議
長

0

0

様

議

会白

誌

~ 

7
月

1
日
1
5
日

六
月
定
例
会

9
月

3
日

1
5
日
総
務
委
員
会

・
民
生
文

教
委
員
会
行
政
視
察

叩
日

i
u日
経
済
都
市
開
発
歪
貝
会
・

建
設
水
道
委
員
会
行
政
視
察

団
日
議
会
運
営
委
員
会

各
会
派
代
表
者
会
議

初
日

i
m日
九
月
定
例
会

部
日
議
会
運
営
委
員
会

初
日
議
会
運
営
委
員
会

全
員
協
議
会

各
会
派
代
表
者
会
議

叩
月

経
済
都
市
開
発
委
員
会
(
懇
談

ム

5
経
済
都
市
開
発
委
員
会
(
現
地

視
察
)

建
設
水
道
委
員
会
(
現
地
視
察
)

建
設
水
道
委
員
会
(
懇
談
会
)

日
4 
日

25 8 
日日

編

集

後

記

「
市
議
会
だ
よ
り
」
の
編
集
に
あ
た

り
、
わ
か
り
や
す
い
紙
面
ず
つ
く
り
に
努

力
し
て
い
ま
す
が
、
ご
意
見
等
あ
り
ま

し
た
ら
お
気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

議
会
事
務
局
訂
|
一
二
三

内
線
二
五
三

・
二
五
四


